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平成26年度(第55回)甲府中学･甲府―高東京同窓会

幹事会資料

日時:平成26年５月８日（木）18:00～20:00

場所:東京會舘本館11階ゴールドルーム

第55回甲府中学･甲府―高東京同窓会

　　2014年７月26日（土）東京會舘
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平成26年度(第55回)甲府中学･甲府一高東京同窓会式次第(案)

第一部総会（１５：ＯＯ～１５：４５）

　　１．開会の辞

　　2.ご来賓紹介

　　3.会長挨拶

　　4.議事

　　（1）審議事項

　　　　【1号議案】平成25年度決算報告

　　　　【2号議案】平成25年度決算監査報告

　　　　【3号議案】平成26年度予算（案）

　　　　【4号議案】東京同窓会会則変更の件

　　　　【5号議案】次期役員候補者選出について

　　（２）報告事項

　　　　①東京同窓会基金の報告

　　　　②一紅会活動報告

　　（3）その他

　　5.来賓ご挨拶

6.閉会の辞

第二部懇親会（１６：ＯＯ～１８：ＯＯ）

　　１．開会の辞

　　2.会長挨拶

　　3.犠牲者･物故者に弔慰の黙祷

　　4.恩師･ご来賓紹介

　　5.乾杯の音頭

　　6.会食･歓談･イベント

　　　　クイズ

　　　　強行遠足スライドショー

　　フ.応援団校歌･応援歌斉唱

　　8.法被継承

　　9.中締め

　　I0.閉会の辞

日時:平成26年7月26日(土)15:00開会

会場:東京會館本館

　　【総　会】　9階　ローズルーム

　　【懇親会】　9階　ローズルーム

司会:平成26年度(昭和51年卒)当番幹事

　　平成26年度(昭和51年卒)当番幹事長

　平成26年度(昭和51年卒)当番幹事

　　甲府中学･甲府―高東京同窓会会長

　　　　　　　　　　　　　　　議　長

　　平成25年度(昭和50年卒)当番幹事

甲府中学･甲府―高東京同窓会監事

　　平成26年度(昭和51年卒)当番幹事

　　　　　　　　　　　　　副会長

　　　　　　　　　　　　　副会長

甲府中学･甲府―高東京同窓会副会長

　　　　　　　　　　　一紅会会長

　　　　　　　　　甲府一高校長

　甲府中学･甲府一高同窓会会長

平成26年度(昭和51年卒)当番幹事

司会:平成26年度(昭和51年卒)当番幹事

　　平成26年度(昭和51年卒)当番幹事長

　　甲府中学･甲府―高東京同窓会会長

甲府中学･甲府一高東京同窓会最高顧問

甲府中学･甲府一高東京同窓会最高顧問

　　平成26年度(昭和51年卒)当番幹事

高橋久

保坂栄治

井上幸彦

井上幸彦

山本秀彦

原　　護

清水　昭

谷口百合子

保坂正紀

保坂栄治

井上幸彦

渡辺喜一

恩田　宗

以上
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○東京同窓会　会則の変更の件

　(事務局長の追加)
第三章

　　　　(役員の種類)

第一条　　この会に次の役員を置く。
-

第

第

一

一

一

一

-

-い

一一

~ゝ

四、

五、

長
長

　
会

会
則

役　　員

一　　名

五名以内

学年幹事　　　　　若干名

監　　事　　　　　二　　名

　　　　　　　　　－
　(任　務)

条　　会長はこの会を代表し、会務を統括する。

２　副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

３事務局長、学年幹事は、会務を処理する。

４　監事は、会計を監査し、総会に報告する。

　(選　出)

条　　会長は、総会において会員のうちから選出する。

２　副会長、学年幹事、監事及び垂痘最長は、会員のうちから総会の議を経て、会長

　　がこれを委嘱する。但し副会長、監事、事務局長の候補者は別に定める運用規程

　　により選出する。

３　学年幹事の候補者は、各卒業期毎に、三名以内を互選する。

　(任　期)

第四条

附則

役員の任期はすべて二年とし、再任を妨げない。但し、副会長、監事、杢務

最長は原則として三期を限度とする。

２　補欠により就任した者の任期は、前任者の残存期間とする。

　平成５年６月17日

　平成12年７月14日改定

　平成17年７月８日改定

　平成18年７月８日改定

　平成22年７月10日改定

　平成24年７月14日改定

　ヽ　26　7月26日

　　　　　　　　　役員候補選出の運用規程

本規程は会則第八条、２項に定める役員（副会長、監事、杢痘最長）の候補者を選出する方

策について規程するものである。

第一条　　会長、副会長、監事、事務局長、最高顧問及び顧問の合議により副会長候補者

　　　　を推薦する学年を決定する。

第二条

第三条

第四条

第五条

附則

　当該学年は二年毎を一つのブロックとして、一人の候補者を推薦する。

　会長、副会長の合議により監事、及び事務局長候補者を推薦する。

　会長、副会長、監事、杢務局長、最高顧問、顧問及び当該学年の幹事の合同会

合において総会に諮る最終の候補者を決定する。

　上記の規程にかかわらずー紅会の会長は副会長の候補者とする。

平成18年７月８日改定

平成22年７月10日改定

平成26年７月26日改定

４

以　上
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(ゆうちよ銀行への修正)

（１）

(2)

（３）

(4)

(5)

「東京同窓会積立基金」規定

　　　　　　　　　　　　　　　　平成　７年９月19日施行

　　　　　　　　　　　　　　　　平成13年５月　９日改定
　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年１月16日改定

甲府中学一高東京同窓会（以下同窓会という）運営の円滑維持および充実化を

図るための資金確保を目的とする。

本資金は会員有志からの寄付によるものとし毎年実施する。

資金名称は「東京同窓会積立基金」とする。

本基金に関する寄付応募方法は次の通りとする。

イ、寄付額は１０１千円とし応募口数に制限は設けない。

口、応募方法は下記ゆうちょ銀行ロ座へ振り込みとする。

　　　　銀行名　　　ゆうちょ銀行　本店

　　　　口座番号　　00160－5－724615

　　　　口座名　　甲府中学―高東京同窓会

本基金の管理及び使用方法は次の通りとする。

イ、本基金管理責任者は東京同窓会長とし、事務取り扱いは東京同窓会事務局

　　　（担当副会長）が担当する。

ロ、本基金は、各年度の運営資金会計とは別会計とする。

　　　（注）従来の預金口座とは別の口座を設ける。

ハ、当該年度の総会等の行事を担当する実行委員長は、準備期間中必要とする

　　資金について本基金から借り入れが認められる。

ニ、実行委員長から準備資金必要額を事務局に申し出があった場合、事務局は

　　これを検討のうえ会長の承認を経て貸与する事とし、決定額を当該年度の

　　運営口座に（従来の山梨中央銀行口座）に振込みを行う。

ホ、実行委員長は、当該年度会計決算が終了後に、貸与された資金を事務局宛

　　返却する。（返済方法はゆうちょ銀行　基金口座宛振込）

前記以外の本基金に関する管理並びに使用等については、必要の都度正副会長

会議において協議決定する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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【議題】次期役員候補者選出について

会則八条並びに役員候補選出の運用規程に基づき、下記のとおり次期の役員候補者

を選出する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　
長

長
会

会
則

監　事

事　務　局　長

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

－

ブロック

ブロック

ブロック

ブロック

紅　会

井
原
八
池
飯

谷

笠井

飯島

山本

幸
護
政

上
　
　
田

田一秀

彦（再任・昭和３１年卒）

　　（再任・昭和４０年卒）

恭
雄

島　登美夫

口　百合子

莞爾

善一郎

秀彦

会則第十条に基づき下記のとおり、最高顧問、顧問を置く。

最高顧問

(会長推薦)

顧　　　問

(会長委嘱)

※学年幹事は別紙のとおりとする

(新任・昭和４２年卒)

(新任・昭和４３年卒)

(新任・昭和４５年卒)

(再任・昭和３６年卒)

(再任・昭和３３年卒)

(再任・昭和３９年卒)

(新任・昭和４１年卒)

渡　辺　喜　一（再任・昭和１８年卒）

恩　田

神　山

内　藤

宗　（再任・昭和２７年卒）

茂

勲

飯田　冨美子

６

(再任・昭和３０年卒)

(再任・昭和３４年卒)

(再任・昭和３３年卒)

Ｚ
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１．会長挨拶

甲府中学・　府一高東京同窓会　事会7第(５月８日)

司会　当番幹事　　高橋　久

２．当番幹事長挨拶・当番幹事紹介

３．出席者数の報告

４．議長選出

５．議題

平成25年度決算報告

平成25年度決算監査報告

平成26年度予算案

総会・懇親会について

会則の変更

役員候補の提案

東京同窓会基金の報告

一紅会活動報告

本年度当番幹事から

　　　・広告部会より

　　　・日新鐘部会より

　　　・学年幹事変更について

　　　・物故老報告について

その他

　　　・甲府同窓会（5/17）について

当番幹事長補佐

会長　井上幸彦

海沼弘忠

25年度当番幹事(会計部会長)

　　　　　　　　　監事

　　　　　　　　　当番幹事

　　　　　　　　　当番幹事

　　　　　　　　　副会長

　　　　　　　　　副会長

　　　　　　　　　副会長

　　　　　　　　一紅会会長

・日新会ゴルフコンペ（6/5）について

当番幹事

当番幹事

S57年卒

S47年卒

横瀬　一寿

飯島善一郎

羽田　忠生

小宮山正仁

山本　秀彦

原　　　護

清水　昭

谷口百合子

金子　聡

遠藤励起

太田　清士

玄関　稔

Ｊ
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【参考資料】

第一条

第

第

一

一

一

一

一

条

条

第四条

第五条

２

３

４

第六条

東京同窓会会則 役員候補選出の運用規程 一紅会会則

山梨県立甲府中学校・甲府第一高等学校東京同窓会会則

　　　　　　　　　　　第ヤ章　　　　　総　　則

(名　称)

　　この会は、山梨県立甲府中学校甲府第一高等学校東京同窓会という。

(事務所)

　　この会は、事務所を会長の指定する東京都内に置く。

(目　的)

　　この会は､会員相互の親睦を回り、併せでほ校の充実と発展に寄与することを目的とする。

(事　業)

　　前項の目的を達成するため、この会は次の事業を行う。

一

一

一八

一
一
一心

会報及び会員名簿の発行

各種集会の開催

その他必要な事項

　　　　　第二章 会　員

（会員の種類）

　　この会の会員を分け次の三種とする。

　　　　一、普通会員

　　　　二、名誉会員

　　　　三、特別会員

　　普通会員は、徹典館中学科、山梨県立甲府中学校又は山梨県立甲府第一高等学校（以下母

　校という｡）の卒業生及び母校に在籍した者で首都圏に在住する者並びにこれに準ずる者とす

　る。

　　名誉会員は、普通会員のうち、満八十才以上の者とする。

　　特別会員は、母校校長及び母校に功労があった者で、総会において推薦された者とする。

　　　　　　　　　　　鴛三章　　　　　役　　員

(役員の種類)

　　この会に次の役員を置く。

　　　　一、会　　長

　　　　二、副会長

　　　　三、学年幹事

　　　　四、監　　事

　　　　五、事務局長

一　　名

五名以内

若干名

二　　名

一　名

　　　　(任　務)

第七条　　会長はこの会を代表し、会務を統括する。

　　　　２　　副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

　　　　３　　事務局長、学年幹事は、会務を処理する。

　　　　４　　監事は、会計を監査し、総会に報告する。

Ｊ
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　　　　　(選　出)

第八条　　会長は、総会において会員のうちから選出する。

　　　　２　　副会長、学年幹事及び監事および事務局長は、会員のうちから総会の議を経て、会長

　　　　　　　がこれを委嘱する。但し副会長、監事、事務局長の候補者は別に定める運用規程により選

　　　　　　　出する。

　　　　３　　学年幹事:の候補者は、各卒業期毎に、三名以内を互選する。

第九条

　　　２

第十条

　　　　２

　　　　３

　　　　４

第←条

第十二条

第十三条

第一四条

第一五条

　　　　２

第十六条

２

第十七条

(任　期)

　　役員の任期はすべて二年とし、再任を妨げない。但し、副会長、監事、事務局長は原則と

　　して三期を限度とする。

　　植欠により就任した者の任期は、前任者の残存期間とする。

第四章

この会に最高顧問及び顧問若千名を置くことができる。

最高顧問は、会長経験者のうちから総会の議を経て、会長これを推戴する。

顧問は、会員のうちから総会の議を経て、会長これを委嘱する。

最高顧問及び顧問は、会長の要請に応じ役員会に出席して意見を述べることができる。

　　　　　　　　　　　　第五章

(種　類)

　　会議は、総会及び幹参会とする。

会　議

(招　集)

　　総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年一回会長がこれを招集する。

　　臨時総会は、会長が必要と認めたとき、学年幹事:の過半数から会議の目的である事項を示し

　て開催の請求があったとき会長がこれを招集する。

　　幹参会は年一回以上開催し、招集は総会に準ずる。

(議　事)

　　会長は、会議の議長となり議事を処理する。

　　採決を要するときは、出席者の過半数をもって決する。

　可否同数のときは、議長がこれを決する。

　　　　　　　　　　　　第六章　　　　　会　　計

(経　費)

　　この会の経費は、次に掲げるものをもってこれに当てる。

　　　　一、会費

　　　　二、寄付金

　　　　三、借入金

　　　　四、雑収入

　　名誉会員については、特別会費を適用できる。

(会計年度)

　　　　　　この会の会計年度は、毎年９月１目に始まり、翌年８月31日に終わる。

Ｊ



第十八条

第十九条

附則

　　　　　　　　　　　　第七歌　　　　　雑　　則

(異動通知)

　　会員は、その氏名、住所、職業等に異動があったときは、速やかに会に通知するものとす

　る。

(会則の変更)

　　この会則は、総会の決議によらなければ変更できない。

平成５年6月17日

平成12年7月14日改定

平成17年７月８日改定

平成18年７月８日改定

平成22年７月10日改定

平成24年7月14日改定

平成26年７月26日改定

Ｊ
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役員候補選出の運用規程

本規程は会則第八条、２項に定める役員（副会長、監事、事務局長）の候補者を選出する方策について規

程するものである。

第一条　会長、副会長、監事、事務局長、最高顧問及び顧問の合議により副会長候補者を推薦する学年

　　　を決定する。

第二条　当該学年は二年毎を一つのブロックとして一人の侯随者‘を推薦する。

第三条　会長、副会長の合議により監事、及び事務局長候補者を推薦する。

第四条　会長、副会長、監事、事務局長、最高顧問、顧問及び当該学年の幹事の合同会合において総会

　　　に諮る最終の候拵者を決定する。

第五条　上記の規程にかかわらず一孝[会の会長は副会長の候補者とする。

附則　平成18年７月８日改定

　　　　平成22年７月10目改定

　　　　平成26年７月26日改定

Ｊ



第１条

第２条

第3条

第4条

第５条

第６条

第７条

「一一舵［心］会則

この会の名称は「一紅会」という。

平成　９年２月

平成12年11月

　１日

13日改正　ｊ
平成16年２月１日改正

平成24年９月28日改正

この会は、山梨県立甲府中学校・甲府第一高等学校東京同窓会（以下東京同窓会と

　いう）の中におく。

　この会の会員は、山梨県立甲府第一高等学校を卒業した女性とする。

この会は、会員相互の親睦を図るとともに、東京同窓会及び母校の充実と発展に寄与

することを目的とする。

この会を円滑に運営するために「一紅会幹事会」（以下幹事会という）をおく。

幹事会の運営に次の役員があたる。

①　会長　　一名　幹事会の互選により選出する。

②　副会長　一名　幹事会の互選により選出する。

③　会計　　一名　幹事会の互選により選出する。

④　幹事　　各卒業期ごとに若干名を互選する。

役員の任期および任期の期首と期末は次のとおりとする。

　①　会長・副会長

　　　任期は、いずれも２年とし、再選を妨げない。

　　　期首は、２月１日から、期末は翌々年の１月31日までとし、

　　　選出時期は、東京向窓会役員改選年度の前年のｎ月開催の幹事会とする。

②　会長は、東京同窓会会則役員候補選出の運用規程第五条により、

　　東京同窓会役員改選年度に副会長候補者として東京同窓会総会の議を経て

　　就任する。

③　会計

　　　任期は２年で再選を妨げない

　　　東京同窓会の会計年度に準じて、改選を行う。

④　学年幹事は、①に準ずる。

⑤　補欠により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。

第８条　この会の運営に関する決議は、幹事会にて出席者の過半数を以って決定する。

第９条　幹事会は、次の事を行う。
　　　　①　幹事会を年二回以上開催

　　　　②　第４条の目的を達成するための諸事業の企画及び実行
　　　　③　東京同窓会幹事会への出席等

　　　　④　会計に関する話し合い及び決議

　　　　⑤その他
竿10条　幹事会に事務局を置き、東京同窓会の当番幹事学年等が、若干名(幹事を含む)で

　　　　この運営にあたる。
第11条　この会の運営費用は、次によって賄う。
　　　　①　東京同窓会からの援助金
　　　　②　寄付金
　　　　③　雑収入
第12.条　この会の会計年度は、毎年９月１日より翌年８月31目とする。

第13条　この会則は、平成24年(2012)9月28目より制定施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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